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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年９月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２６年９月２８日 ０９時２４分ごろ 

発生場所 北海道紋別市紋別港東方沖 

 紋別灯台から真方位０９７.５°１１.３海里付近 

 （概位 北緯４４°１９.８７′ 東経１４３°３６.５１′） 

事故調査の経過  平成２６年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十一恵比須
え び す

丸、１４トン 

 ＨＫ２－２３１００（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.５８ｍ（Lr）×４.５７ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６９.９８kＷ、平成１６年１１月 

 第２０２－８００３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年３月２２日 

  免許証交付日 平成２３年１月３１日 

         （平成２８年３月２１日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２０歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか４人（以下「甲板員Ｂ」、「甲板員

Ｃ」、「甲板員Ｄ」及び「甲板員Ｅ」という。）が乗り組み、紋別港東

方沖において、ほたて貝桁網漁の操業を行った。 

 本船は、「八尺
はっしゃく

」と呼ばれる鉄製桁（以下「本件桁」という。）、ほ

たて貝が入る袋状の網及び鉄製の棒（以下「本件棒」という。）から

構成される桁網２台を備えていた。 

 本船は、船首甲板左右のブルワーク上に、桁網の本件桁を船首側

に、本件棒を船尾側にそれぞれ載せ、甲板員が２人１組となって船首

甲板の船首側及び船尾側にそれぞれ配置につき、船長による汽笛の合

図により桁網を右舷側、左舷側の順に船内側から起こすようにして海

中に投入し、ワイヤでえい
．．

網して海底のほたて貝を漁獲する操業を行
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っていた。 

 本船は、本事故当日４回目のえい
．．

網を行うため、船長が操舵室で操

船に当たり、船首甲板には、甲板員Ａが右舷船尾側に、甲板員Ｂが右

舷船首側に、甲板員Ｃが左舷船尾側に、甲板員Ｄが左舷船首側にそれ

ぞれ配置についたほか、甲板員Ｅが船尾甲板の右舷側に配置につき、

左右両舷のブルワークに桁網を載せた状態で、対地速力約１４ノット

で東進した。 

 船長は、ＧＰＳプロッターにより桁網を投入する位置を確認してい

た際、平成２６年９月２８日０９時２４分ごろ、船体に波を受けた衝

撃で本件棒が海中に落下したように感じたので減速したところ、甲板

員Ｄから甲板員Ａが落水した旨の報告を受けた。 

 船長は、すぐにＧＰＳプロッターで時刻及び現在位置を確認して無

線で僚船に連絡するとともに、後方の海面で浮いている甲板員Ａに向

けて本船を反転させて救助に向かった。 

 本船は、救命浮環を投げるとともに、甲板員Ｃが海中に飛び込んだ

が、波浪により救助活動が難航し、その後、甲板員Ａの姿が見えなく

なった。 

 甲板員Ａは、本船、来援した僚船及び巡視船等による捜索が行われ

たが発見されず、行方不明となり、１２月５日、北海道湧別
ゆうべつ

町湧別漁

港沖において、航行中の漁船により漂流遺体が発見され、後日、ＤＮ

Ａ鑑定の結果、甲板員Ａであることが確認されたが、死因は特定され

なかった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、水温 約１６℃ 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故時、操舵室内からは死角となって甲板員Ａの姿が見

えなかった。 

 船長は、本事故後、右舷側の本件棒がブルワークの固定具から外れ

て船外側に垂れ下がった状態となっていることを確認した。 

 甲板員Ａは、平成２６年３月から本船に乗り組み、本事故当時、体

調不良等を訴えていなかった。 

 甲板員Ａは、救命胴衣、カッパ上下及びゴム手袋を着用し、長靴を

履いていた。 

 甲板員Ａは、桁網を海中に投入する際、ふだんから船首甲板の右舷

船尾側で右舷側の本件棒を投入する作業を行っていた。 

 甲板員Ａが投入作業に当たっていた場所付近のブルワークの高さ

は、膝上ぐらいの高さであった。 

 船長は、出港時には波が穏やかだったが、操業中、次第に波が高く

なったことを感じていた。 

 本船は、９月２８日０５時００分ごろ、僚船１３隻と共に紋別港を
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出港し、ふだんから船団で操業を行っており、操業中に気象状況が悪

化した場合の操業中止判断は、船団長及び副船団長に委ねられてい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 甲板員Ａの死因は、特定されなかった。 

 本船は、紋別港東方沖を東進中、船首甲板の右舷船尾側で本件棒を

投入しようと待機していた甲板員Ａが、落水したことから、死亡する

に至ったものと考えられる。 

 甲板員Ａは、船体に波を受けた際、船体動揺により落水して死亡し

た可能性があると考えられるが、落水に至った状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、紋別港東方沖を東進中、甲板員Ａが落水したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・甲板員は、漁場移動中に甲板上で待機する際、ブルワークの手す

り等につかまり、しゃがんだ姿勢をとるなどして海中転落を防止

するための安全対策を徹底すること。 

 ・気象状況が悪化する状況の際は、早めに操業を中止して帰港する

ことが望ましい。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 


